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６．適正な執行の確保 

 採択後の補助事業の実施に当たっては、補助事業実施期間中・実施終了後を問わず、本募集案内
に記載の内容のほか、適正化法等が厳格に適用されます。 

現に、令和４年度に実施した事業において、未実施にも関わらず実施済みと虚偽の報告を
行っていたことが発覚し、適正化法等に基づき、年利10.95％の加算金を付した上で補助金
相当額の返還を命じた事例が発生しました。また本件においては、「芸術活動支援等事業に
おいて不正行為等を行った芸術団体等の応募制限について」（平成22年9月16日文化庁長官
決定）も適用し、５年間の応募制限を付しています。 

 実行委員会等にはより一層の補助金の適切な執行が求められていることから、以下の内容をあら
かじめ十分認識した上で、事業を実施してください。 

特に留意すべき事項 
平成２８年度、２９年度の会計検査院による実地検査において、複数の実行委員会等で 

①補助の対象とならない経費等が補助対象経費に含まれていたため、補助金が過大に交付されていた
②補助事業に係る会計経理が適正に行われたのか確認できないものとなっていた
③補助事業を実施するための契約事務が適切に行われていなかった
④不適切な会計経理を伴う虚偽申請及び虚偽報告が行われていた
⑤同一の実行委員会等について、過去５年間に遡って調査を行った結果、一部事業において、不適切

な会計経理及び事業が行われていた
などの事態が見受けられたことを受け、補助事業の遂行に当たっての経理処理等のうち、特に留意す
べき点を下記のとおりまとめていますので、必ず確認してください。 

１ 会計書類について 
・会計書類は下記２の帳簿及び補助事業に係る金融機関の通帳のほか、契約、検収及び支払の関

係の書類（見積書、発注書、契約書、納品書、検収書、領収書等）を整備すること。ただし、 
これらにより難い場合は、実績を証する資料、請求書等及び会計伝票又はこれらに類する書類
（※）を整備すること。

・上記会計書類は帳簿に記載された順番に整理し、帳簿とともに補助事業の完了した日の属する
年度の翌年度から５年間保存すること。
※これらに類する書類とは、会計伝票に代わるものとして地方公共団体の定めに準拠した支出

決定決議書等をいう。

２ 帳簿の作成について 
 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を作成すること。帳簿の様式は原則として下 
記の別紙帳簿様式のとおりとする。ただし、別紙帳簿様式と同等に必要な情報が過不足なく明ら 
かにされているものであれば、実行委員会等において定めている又は使用しているもので差し支 
えない。なお、帳簿は実行委員会等のみならず、当該事業の経費支出を行う各構成団体において 
も作成が必要となる。 
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＜領収書貼付台紙＞

（項） （目） （目の細分） 領収書番号 １～７

※各領収書の宛名，金額，但し書きがきちんと見えるように貼り付けてからコピーしてください。
※受領者の署名又は記名・押印があることを確認すること。

普及啓発事業 給与、報償費
給与

指導謝金・講演謝金

※各領収書の宛名，金額，但し書きがきちんと見えるように
　 貼り付けからコピーしてください。

※受領者は署名及び押印の両方を記載してください。

領 収 書 No. 5
令和７年 ７月 １５日

地域文化財総合活用推進事業実行委員会 様

但 ○○研修会 指導謝金 3日分（6/30,7/1,7/15）

上記 正に領収いたしました
内訳 5,200円×2時間（10:30-12:30）×3日

税抜金額
消費税額等（ ％）

★ ¥ 31,200

▽▽ ×× 印

領 収 書 No. 3
令和８年 １月 ３０日

地域文化財総合活用推進事業実行委員会 様

但 資料整理等賃金 １月分（1/16,17,18・・）

上記 正に領収いたしました

内訳 ＠1,210円×8時間×10日

★ ¥ 96,800

印

領 収 書 No. 7
令和８年 ２月 ６日

地域文化財総合活用推進事業実行委員会 様

但 △△講演会 基調講演謝金 （２/６）

上記 正に領収いたしました

内訳 36,000円×1回分（12:30-15:30）

税抜金額

★ ¥ 36,000

文科 太郎文科

領 収 書 No.１
令和７年 １１月 ３０日

地域文化財総合活用推進事業実行委員会 様

但 資料整理等賃金 11月分（11/1,3,7・・・）

上記 正に領収いたしました
内訳 ＠1,210円×8時間×10日

税抜金額
消費税額等（ ％）

★ ¥ 96,800

文科 花子 印

領 収 書 No. 2

令和７年 １２月 ２８日

地域文化財総合活用推進事業実行委員会 様

但 資料整理等賃金 12月分（12/1,2,・・・）

上記 正に領収いたしました

内訳 ＠1,210円×8時間×10日
税抜金額
消費税額等（ ％）

★ ¥ 96,800

印

領 収 書 No. 4

令和７年 ７月 １５日

地域文化財総合活用推進事業実行委員会 様

但 ○○研修会 指導謝金 3日分
（6/30,7/1,7/15）

上記 正に領収いたしました

内訳 5,200円×2時間（9:30-11:30）×3日
税抜金額
消費税額等（ ％）

★ ¥ 31,200

印

文科 花子

文科 花子

文化次郎

記入例

領収書が複数ある場合は、領収書番号を付
すこと。また支出内訳明細の領収書番号と
一致させること。

何に対する領収書か必ず明記すること。

上限金額を超えて支払った場合、超過額は
補助対象外
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＜領収書貼付台紙＞

（項） （目） （目の細分） 領収書番号
８－１～
８－３

※各領収書の宛名，金額，但し書きがきちんと見えるように貼り付けてからコピーしてください。
※受領者の署名又は記名・押印があることを確認すること。

普及啓発事業 旅費 普通旅費，費用弁償

領 収 書 No. ８－１
令和７年 ６月 ３０日

地域文化財総合活用推進事業実行委員会 様

但 ６／３０ ○○研修会旅費・日当として（×××－東京）

上記 正に領収いたしました
内訳 交通費 片道13,900円×2回

日当 2,200円 〒東京都千代田区○○

文 化 次 郎

★ ¥ ３０，０００

印

領 収 書 No. ８－２
令和７年 ７月 １日

地域文化財総合活用推進事業実行委員会 様

但 ７／１ ○○研修会旅費・日当として（×××－東京）

上記 正に領収いたしました
内訳 交通費 片道13,900円×2回

日当 2,200円
〒東京都千代田区○○

文 化 次 郎

★ ¥ ３０，０００

領 収 書 No. ８－３
令和７年 ７月 １５日

地域文化財総合活用推進事業実行委員会 様

但 ７／１５ ○○研修会旅費・日当として（×××－東京）

上記 正に領収いたしました
内訳 交通費 片道13,900円×2回

日当 2,200円

〒東京都千代田区○○

文 化 次 郎

★ ¥ ３０，０００

印

印

記入例

日当及び日当に相当すると認められる定額
支給のものは全て補助対象外
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＜領収書貼付台紙＞

（項） （目） （目の細分） 領収書番号 １１，１２

※各領収書の宛名，金額，但し書きがきちんと見えるように貼り付けてからコピーしてください。
※受領者の署名又は記名・押印があることを確認すること。

普及啓発事業 役務費 通信運搬費

○○郵便局領収書

No. １１

合計 ¥16,800
上記の金額を受領しました。

令和８年１月１３日
地域文化財総合活用推進事業

実行委員会 様

○○郵

便局受

定型 200通 × ¥84 ¥16,800

領 収 書 No. １２
令和８年２月６日

○○保存会 様

但 機材運搬料

（6/30,7/1,15）

上記 正に領収いたしました
内訳 10,000円×3回分

×△運送株式会社
東京都銀座＊＊＊＊＊＊

Tel 03‐3538‐****

×△運
送株式
会社之

★ ¥ 30,000

記入例

構成団体宛ての領収書・請求書も補助事業に係る証
ひょう類として認められますが、その場合はその団体が
実行委員会の構成団体であることが証明できる書類を
併せて提出してください。
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＜領収書貼付台紙＞

（項） （目） （目の細分） 領収書番号 １６，１７・・・

※各領収書の宛名，金額，但し書きがきちんと見えるように貼り付けてからコピーしてください。
※受領者の署名又は記名・押印があることを確認すること。

事務費 需用費 消耗品費

領 収 書 No. １７
令和７年 ５月 ３０日

地域文化財総合活用推進事業実行委員会 様

但 ドッチファイル 外2点

上記 正に領収いたしました
内訳 ドッチファイル 540円×20冊

ゼムクリップ 540円

クリアファイル 660円 ×△文具店
東京都銀座○-□－△－２０７
Tel 03‐3538‐****

×△文具
店之印

★ ¥ 12,000

領 収 書 No. １８
令和７年 ５月 ３０日

地域文化財総合活用推進事業実行委員会 様

但 トナー 外１点

上記 正に領収いたしました。
内訳 トナー 9,500円×2個

用紙 1,100円 ×△サプライ株式会社
東京都銀座○-□－△－２０７
Tel 03‐3538‐****

×△サプ
ライ株式

★ ¥ 20,100
領収書

No. １９

合計 ¥3,000

上記の金額を受領しました。

■□株式会社

東京都目黒区目黒2-9-8
印

印刷用紙 1,000円 × ３冊 ¥3,000

○○商店領収書

No. １６

合計 ¥6,000

上記の金額を受領しました。

○○商

店之印

定型封筒 200枚 × ¥30 ¥6,000

令和７年５月２２日
地域文化財総合活用推進事業

実行委員会 様

令和７年６月３０日
地域文化財総合活用推進

事業実行委員会 様

何に対する領収書か詳細が必ず明記すること

記入例
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